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奮
少
年
法
に
お
け
る
保
護
虚
分
に
っ
い
て

四
六

（
八
九
〇
）

奮
少
年
法
に
お
け
る
保
護
庭
分
に
つ
い
て

坂

田

仁

　
現
行
少
年
法
は
、
第
一
條
に
「
非
行
の
あ
る
少
年
に
封
し
て
性
格
の
矯
正
及

び
環
境
の
調
整
に
關
す
る
保
護
庭
分
を
行
う
」
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の

保
護
庭
分
は
、
奮
少
年
法
の
規
定
し
た
保
護
庭
分
の
一
部
を
、
形
を
攣
え
て
引

き
つ
い
で
い
る
。
現
行
法
の
保
護
庭
分
を
理
解
す
る
一
つ
の
て
だ
て
と
し
て
、

奮
少
年
法
の
保
護
庭
分
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。

O

　
年
少
犯
罪
者
に
封
す
る
特
別
な
取
扱
い
は
、
少
年
裁
判
所
が
成
立
す
る
前
か

ら
既
に
行
わ
れ
て
い
た
。
一
定
年
齢
以
下
の
犯
罪
者
に
つ
い
て
、
そ
の
刑
事
責

任
能
力
を
制
限
も
し
く
は
否
定
し
、
そ
れ
ら
の
者
に
封
し
て
監
獄
以
外
の
設
備

を
用
い
る
こ
と
が
、
刑
法
の
枠
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
。
近
代
に
な
つ
て
、
少

年
は
、
心
理
學
的
に
も
、
肚
會
學
的
に
も
、
成
人
と
は
異
な
つ
て
お
り
、
そ
の

取
扱
い
は
成
人
と
は
異
な
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
漸
く
認
め

ら
れ
、
一
方
、
近
代
の
刑
事
思
想
は
、
犯
罪
の
豫
防
と
、
犯
罪
者
の
正
常
な
吐

會
關
係
へ
の
復
露
と
に
關
心
を
示
す
よ
う
に
な
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
合
で
、
一
九
世
紀
末
よ
り
今
世
紀
に
か
け
て
の
吐
會
情
勢

の
中
で
、
慈
善
運
動
に
裏
打
ち
さ
れ
て
、
少
年
裁
到
所
蓮
動
が
起
っ
た
。
米
國

で
は
、
一
八
九
九
年
に
シ
カ
ゴ
市
に
少
年
裁
到
所
が
設
立
さ
れ
た
の
を
始
め
と

し
て
、
各
地
に
漸
次
同
種
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
た
。
米
國
の
制
度
は
多
く
犯
罪

少
年
の
他
に
、
放
任
さ
れ
た
少
年
、
扶
助
を
要
す
る
少
年
を
ふ
く
み
、
衡
李
法

上
の
パ
レ
ン
ス
㌔
ハ
ト
リ
エ
の
思
想
に
よ
る
傾
向
が
張
か
つ
た
。
こ
の
蓮
動

は
、
米
國
内
だ
け
で
な
く
、
欧
洲
各
國
に
も
波
及
し
た
。
ド
イ
ッ
で
は
、
こ
の

蓮
動
は
、
刑
法
學
に
於
い
て
、
F
・
v
・
リ
ス
ト
に
代
表
さ
れ
る
新
派
の
主
張

に
導
か
れ
、
米
國
の
制
度
の
影
響
も
受
け
て
、
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ

イ
ン
に
少
年
裁
到
所
が
設
立
さ
れ
た
の
を
始
め
と
し
て
護
展
し
て
い
る
。
こ
ち



ら
は
、
刑
事
裁
到
官
が
後
見
裁
到
官
と
し
て
、
叉
は
そ
の
逆
で
、
犯
罪
少
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

み
に
つ
い
て
、
教
護
庭
分
を
行
う
仕
組
に
な
つ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
日
本
の
制
度
は
、
刑
事
法
的
な
傳
統
の
線
に
沿
う
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
こ
と
は
立
法
脛
過
か
ら
明
ら
か
に
出
來
る
。
奮
少
年
法
に
お
げ
る
刑
事
司
法

的
傳
統
は
、
「
新
刑
法
ヲ
編
成
イ
タ
シ
マ
ス
ル
際
二
少
年
ノ
犯
罪
二
付
テ
ハ
…

…
特
別
ノ
取
調
ヲ
シ
ナ
ケ
と
ハ
ナ
ラ
ヌ
…
…
刑
法
ナ
リ
其
他
法
律
デ
認
メ
テ
オ

リ
マ
シ
タ
少
年
ノ
取
扱
ヒ
方
ト
イ
フ
モ
ノ
ハ
甚
ダ
不
充
分
デ
ア
ル
カ
ラ
學
間
上

實
際
上
是
非
共
根
本
的
二
改
メ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
モ
ノ
デ
ア
ル
…
…
少
年
犯
罪

二
關
ス
ル
分
ダ
ケ
ヲ
別
二
調
ベ
テ
刑
法
ノ
附
属
法
ト
シ
テ
之
ヲ
出
ス
…
…
趣
旨

カ
ラ
…
…
新
刑
法
ノ
中
ニ
ハ
一
切
規
定
」
せ
ず
、
こ
れ
が
「
新
刑
法
ノ
敏
陥
二

　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ナ
ッ
テ
居
ル
…
…
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
峡
隔
の
補
充
と
し
て
少
年
法
が

制
定
さ
れ
た
融
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
少
年
法
の
中
に
は
少
年
に
封
す
る

刑
の
減
冤
な
ど
、
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
の
特
別
規
定
が
ふ
く
ま
れ
て
い

（
5
）

る
。
叉
そ
の
封
象
も
「
刑
罰
法
令
二
鰯
ル
・
行
爲
ヲ
爲
シ
叉
ハ
刑
罰
法
令
二
鰯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ル
・
行
爲
ヲ
爲
ス
虞
ア
ル
少
年
」
と
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
黙
は
、
明

治
三
三
年
に
公
布
さ
れ
た
感
化
法
の
法
案
理
由
書
に
あ
る
「
乞
弓
遊
蕩
者
等
犯

罪
ノ
礎
ア
ル
不
良
ノ
少
年
懲
治
場
二
留
置
ス
ヘ
キ
幼
者
及
ヒ
懲
戒
場
二
入
ル
ヘ

キ
者
ヲ
牧
容
シ
…
…
」
と
大
差
は
な
い
。
感
化
法
の
提
案
趣
旨
読
明
で
は
、
「
不

良
少
年
ガ
…
－
近
來
…
…
増
加
ヲ
見
ル
ノ
傾
向
ニ
ア
リ
…
…
是
等
ノ
者
ヲ
牧
容

シ
テ
・
…
－
感
化
教
育
ヲ
加
ヘ
マ
ス
コ
ト
ハ
犯
罪
豫
防
上
二
於
テ
最
モ
必
要
…
…

　
　
　
　
奮
少
年
法
に
お
け
る
保
護
虚
分
に
つ
か
て

第
ニ
ニ
現
行
刑
法
二
依
リ
マ
シ
テ
ハ
不
論
罪
ノ
爲
ノ
懲
治
庭
分
ノ
言
渡
ヲ
受
ヶ

タ
幼
年
犯
罪
者
ノ
…
…
實
況
」
か
ら
「
是
等
ノ
者
二
封
シ
テ
感
化
教
育
ヲ
施
ス

ニ
適
當
ナ
場
所
二
牧
容
致
シ
マ
シ
テ
不
論
罪
中
ノ
目
的
ヲ
全
ウ
ス
ル
コ
ト
ガ
最

　
（
7
）

モ
必
要
」
と
い
わ
れ
、
感
化
法
も
實
質
的
に
は
、
刑
事
的
な
考
え
方
に
基
い
て
い

た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
叉
明
治
三
三
年
ま
で
は
、
監
獄
は
内
務
省
の
所
管

で
あ
つ
た
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
感
化
法
の
考
え
方
と
少
年
法
の
考
え
方
と

の
間
の
差
は
實
質
的
に
は
少
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
感
化
法

は
、
當
時
の
政
府
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
四
帝
國
議
會
で
骨
抜
き
と

な
り
、
そ
の
施
行
状
況
は
芳
し
く
な
か
つ
た
。
そ
れ
を
、
第
二
四
帝
國
議
會
に

提
出
さ
れ
た
政
府
資
料
よ
り
見
る
と
、
明
治
四
〇
年
工
月
一
日
現
在
で
、
公

立
感
化
院
は
設
立
中
の
も
の
を
ふ
く
め
て
五
、
私
立
感
化
院
は
一
二
で
、
そ
の

創
立
以
來
の
総
牧
容
人
員
は
コ
ニ
八
七
人
で
、
こ
の
う
ち
、
三
六
九
人
が
改
俊

退
院
し
、
三
二
三
人
が
逃
走
し
て
い
る
。
公
立
感
化
院
は
感
化
法
の
規
定
に
從

つ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
號
は
紳
奈
川
縣
薫
育
院
で
、
設

立
年
月
は
明
治
三
五
年
五
月
、
感
化
法
公
布
後
二
年
を
輕
て
い
る
。
叉
、
公
立

感
化
院
に
牧
容
し
た
三
三
三
人
中
一
一
八
人
が
逃
走
に
よ
り
退
院
し
て
い
る
。

明
治
四
〇
年
一
一
月
に
感
化
院
に
は
二
九
三
人
在
院
し
て
い
る
が
、
同
じ
時
に
、

懲
治
人
の
数
は
一
〇
七
二
人
（
一
八
歳
以
下
）
で
、
そ
の
う
ち
八
歳
乃
至
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

議
の
も
の
が
三
四
四
人
い
た
。
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
懲
治
場
の
使
用
が
墜
倒
的

だ
つ
た
の
で
あ
る
。
明
治
四
一
年
奮
刑
法
の
改
正
に
關
連
し
て
懲
治
及
び
監
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
八
九
一
）



　
　
　
　
薔
少
年
法
に
お
け
る
保
護
虚
分
に
っ
い
て

の
制
度
が
慶
止
さ
れ
る
に
俘
い
、
一
四
蔵
未
満
の
刑
罰
法
令
に
賜
れ
る
行
爲
を

な
し
た
少
年
、
起
訴
猶
豫
に
な
つ
た
犯
罪
少
年
の
庭
置
の
た
め
感
化
院
に
封
す

る
國
庫
負
捲
を
ま
し
、
そ
の
設
立
を
早
め
る
た
め
感
化
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
は
、
一
部
に
は
「
感
化
法
ノ
改
正
ハ
新
刑
法
施
行
ノ
】
部
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
デ

ア
ッ
テ
、
而
モ
新
刑
法
第
四
十
一
條
ノ
規
定
ヲ
實
行
ス
ル
ニ
重
要
ナ
關
係
ヲ
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ツ
」
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
た
。
少
年
法
も
感
化
法
も
と
も
に
不
良
少

年
の
保
護
を
目
ざ
し
、
救
助
を
要
す
る
少
年
の
保
護
は
殆
ん
ど
考
え
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
（
1
0
）

な
い
と
い
い
得
る
。

　
少
年
法
案
理
由
書
は
「
競
近
二
於
ケ
ル
刑
事
政
策
拉
二
肚
會
政
策
上
幼
年
ヲ

保
護
シ
テ
不
良
行
爲
ヲ
防
止
シ
依
ッ
テ
肚
會
ヲ
保
安
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
理
想
ト

ス
」
と
述
べ
、
少
年
法
が
刑
事
政
策
と
肚
會
政
策
の
双
方
に
ま
た
が
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
少
年
法
は
「
寧
・
事
ガ
起
ラ
ナ
イ
前
二
罪
ヲ
犯
サ
シ

メ
ナ
イ
庭
置
ヲ
講
ジ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
…
…
斯
様
ナ
意
味
デ
廣
キ
刑
事
政
策

　
（
1
1
）

二
入
ル
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
趣
旨
で
、
少
年
法
は
、
少
年
に
つ
い
て

の
保
護
庭
分
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
基
礎
は
少
年
の
保
護
教
養
と
肚
會
保
安

の
二
鮎
で
あ
る
。
少
年
犯
罪
二
關
ス
ル
法
律
案
特
別
委
員
會
で
は
、
法
律
案
の

基
本
的
な
方
向
と
し
て
「
犯
罪
中
心
主
義
」
を
と
り
、
露
分
方
法
に
關
し
て
は
、

懲
罰
主
義
に
封
し
て
「
強
制
教
育
主
義
帥
チ
勤
勉
實
行
ノ
精
紳
ヲ
養
フ
ノ
主
義
」

　
　
　
　
　
（
1
2
）

を
探
用
し
て
い
る
。
こ
の
方
向
で
考
え
ら
れ
た
結
果
「
保
謹
庭
分
ハ
親
二
成
リ

カ
ハ
ル
ト
イ
フ
誕
」
に
養
「
國
経
會
ガ
少
年
ノ
親
“
一
ナ
リ
審
ガ
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
　
（
八
九
二
）

年
ノ
危
瞼
ナ
ル
モ
ノ
ハ
、
之
ヲ
自
分
ノ
子
ト
シ
テ
相
當
ナ
手
當
ヲ
ス
ル
、
悪
人

ト
ハ
見
ズ
シ
テ
自
分
ノ
子
ト
シ
テ
見
ル
」
と
い
う
趣
旨
が
、
帝
國
議
會
に
お
い

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
保
護
教
養
の
内
容
は
、
「
全
然
肚

會
化
シ
テ
來
テ
、
灌
力
ト
イ
フ
意
味
カ
ラ
離
レ
テ
來
ル
立
場
」
に
立
ち
、
不
良

少
年
の
出
來
る
わ
け
は
、
周
園
の
事
情
と
本
人
の
性
質
故
、
こ
れ
を
取
除
く
こ

　
　
　
　
　
　
（
賂
）

と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
從
つ
て
保
護
庭
分
は
「
一
身
上
ノ
關
係
ハ
馨
者
ガ
充
分

二
調
べ
其
境
遇
周
園
の
事
情
等
ハ
保
護
司
が
充
分
取
調
ベ
テ
サ
ウ
シ
テ
是
等
ノ

　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

人
ガ
集
ッ
テ
決
メ
ル
」
の
で
あ
る
。
こ
の
保
護
庭
分
決
定
の
目
標
は
、
少
年
が

特
定
の
犯
罪
を
行
つ
た
か
否
か
を
決
定
す
る
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
少
年
が
國

家
の
特
別
な
る
保
護
を
要
す
る
朕
態
に
在
り
や
否
や
を
見
定
め
、
裁
到
所
が
少

年
に
封
し
適
切
な
庭
置
を
講
じ
得
る
よ
う
少
年
を
理
解
す
る
と
い
う
衡
耶
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

考
え
方
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

　
犯
罪
少
年
中
心
と
い
う
立
案
當
時
の
方
針
は
、
少
年
保
護
事
件
の
受
理
の
統

計
の
中
に
も
は
つ
き
り
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
大
正
一
二
年
よ
り
昭
和
一
七
年
ま

で
の
間
に
少
年
審
到
所
が
受
理
し
た
少
年
保
護
事
件
の
う
ち
、
五
二
％
は
検
事

局
よ
り
邊
致
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
認
知
事
件
の
う
ち
の
大
部
分
は
、
蓮
警
罪
廓

決
庭
分
通
知
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
全
事
件
の
九
〇
％
以
上
は
犯
罪
事
件
で
あ

る
。
通
告
事
件
は
、
全
髄
で
は
マ
五
％
に
す
ぎ
な
い
が
、
初
期
に
は
一
％
に

み
た
な
か
つ
た
の
が
、
昭
和
一
七
年
に
は
五
％
に
な
つ
て
い
る
。
少
年
法
は
、

「
不
良
少
年
ヲ
教
養
致
シ
マ
シ
テ
、
所
謂
善
良
ナ
ル
民
タ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
徹



頭
徹
尾
灘
」
こ
と
言
指
す
・
こ
の
意
墜
は
歩
年
欝
質
一
盤
會

と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
米
國
の
場
合
は
、
少
年
裁
到

所
設
立
の
始
め
よ
り
、
地
域
肚
會
の
側
か
ら
の
要
講
と
協
力
と
が
あ
り
、
制
度

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

が
獲
達
し
て
來
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
て
日
本
の
制
度
は
直
接
刑
法
改
正
に
由

來
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
感
化
制
度
に
つ
い
て
も
、
「
斯
ウ
イ
フ
法
律
ガ
出

來
マ
ス
レ
バ
幾
分
力
地
方
デ
補
助
ス
ル
コ
ト
ガ
出
來
マ
ス
ル
ガ
ソ
レ
ガ
出
來
ナ

イ
タ
メ
ニ
襲
達
致
サ
ソ
ノ
デ
ア
ル
」
と
い
う
こ
と
が
、
感
化
法
案
審
議
の
際
に

　
　
　
　
　
（
2
0
4

読
明
さ
れ
て
い
る
。
實
際
に
感
化
法
の
施
行
が
府
縣
會
の
議
決
を
必
要
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
翫
）

と
さ
れ
て
い
た
た
め
に
感
化
制
度
は
伸
び
幡
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
少
年
法
立

案
の
際
に
も
、
こ
れ
と
同
様
な
こ
と
が
、
「
吾
國
ノ
現
歌
二
於
テ
ハ
民
間
二
於

テ
任
意
二
之
二
從
事
ス
ル
者
ハ
想
像
ス
ル
得
サ
ル
モ
法
令
二
依
リ
官
民
協
同
ノ

範
園
ヲ
示
シ
慈
善
團
騰
等
二
此
事
業
二
關
シ
或
権
力
ヲ
與
へ
以
テ
民
間
ノ
協
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

ヲ
奨
働
シ
…
…
」
と
い
わ
れ
、
或
い
は
、
「
昆
間
ト
蓮
結
ヲ
付
ク
ル
コ
ト
ヲ
研

究
ス
ル
モ
可
ナ
リ
ト
錐
モ
今
日
ノ
急
場
ノ
要
求
二
懸
ス
ル
能
ハ
ス
…
－
理
想
ト

シ
テ
範
園
ノ
廣
キ
ハ
可
ナ
ル
モ
…
…
先
ッ
其
範
園
ハ
狭
ク
シ
テ
犯
罪
者
並
二
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
23
）

罪
危
瞼
ノ
情
態
二
在
ル
者
二
限
定
シ
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
状
態

は
、
前
掲
の
事
件
受
理
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
少
年
審
判
所
が
設
立
當
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
或
）

か
ら
民
間
へ
の
弘
報
活
動
に
腐
心
し
た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
保
護
庭

分
の
内
容
は
、
少
年
が
犯
罪
に
陥
る
原
因
を
取
除
く
鮎
に
あ
り
、
こ
れ
は
少
年

が
普
通
の
肚
會
生
活
を
出
來
る
よ
う
に
し
て
や
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で

　
　
　
　
奮
少
年
法
に
お
け
る
保
護
虚
分
に
つ
い
て

少
年
法
の
運
用
に
は
一
般
肚
會
の
協
力
と
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
少
年
保
護
協

會
を
設
立
し
、
或
い
は
、
少
年
保
護
相
談
所
が
、
昭
和
『
四
年
か
ら
活
動
し
始

め
た
の
は
、
少
年
法
に
敏
け
て
い
た
地
域
肚
會
と
の
結
び
つ
き
を
得
よ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
務
）

る
努
力
の
所
産
と
考
え
ら
れ
る
。

　
保
護
庭
分
は
少
年
法
第
四
條
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
少
年
法
施
行
後
昭
和
二

一
年
ま
で
の
事
件
庭
理
は
第
二
表
の
通
り
で
あ
る
。
保
護
露
分
に
付
さ
れ
た
者

の
割
合
は
設
立
當
初
よ
り
漸
増
し
て
い
る
。
昭
和
一
六
年
以
後
保
護
庭
分
の
割

合
が
不
開
始
の
割
合
よ
り
多
く
な
つ
た
の
は
、
戦
時
膣
制
の
下
で
審
判
を
な
る

た
け
開
く
と
い
う
少
年
審
判
所
の
方
針
に
よ
る
。
た
だ
審
到
不
開
始
中
に
は
、

違
警
罪
邸
決
庭
分
通
知
に
よ
る
認
知
事
件
が
相
當
歎
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
昭
和

九
年
、
一
〇
年
を
例
に
と
れ
ば
、
全
不
開
始
籔
の
約
七
〇
％
が
こ
れ
に
當
る
。

審
判
不
開
始
理
由
の
大
部
分
を
占
め
る
不
良
性
微
弱
の
事
件
は
大
方
違
警
罪
即

決
庭
分
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
残
り
の
所
在
不
明
、
管
外
居
住
な
ど
は
審

判
灌
の
行
使
が
不
能
の
状
態
に
あ
り
、
從
つ
て
、
本
來
保
護
事
件
と
い
わ
れ
る

も
の
に
關
し
て
は
そ
の
大
牛
が
保
護
庭
分
に
付
さ
れ
て
い
た
と
い
い
得
る
。

　
保
護
露
分
は
一
時
庭
分
と
纒
績
庭
分
に
分
れ
る
。
一
時
庭
分
は
「
不
良
ノ
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

度
輩
純
ナ
ル
者
」
に
封
し
て
行
わ
れ
、
少
年
が
將
來
再
び
非
行
を
行
わ
な
い
よ

う
に
少
年
自
身
決
心
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
。
一
時
庭
分
は
職
後
の
少
年

法
改
正
の
際
に
塵
止
さ
れ
、
現
行
少
年
法
は
一
時
庭
分
の
規
定
を
欲
い
て
い
る
。

こ
れ
は
、
非
強
制
的
な
性
絡
を
も
つ
庭
分
を
見
童
相
談
所
が
扱
い
、
少
年
法
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
（
八
九
三
）



　
　
　
　
奮
少
年
法
に
お
け
る
保
護
虜
分
に
つ
い
て

強
制
的
な
性
格
を
も
つ
威
分
の
み
を
保
護
慶
分
と
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
に

（
即
）

よ
る
。
そ
の
代
り
に
現
行
少
年
法
は
不
威
分
と
い
う
審
剣
形
式
を
規
定
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

り
、
一
時
威
分
の
も
つ
實
質
的
な
効
果
を
こ
れ
に
ふ
く
ま
せ
て
い
る
。
少
年
審

到
所
設
立
後
、
一
號
庭
分
は
全
保
護
屍
分
中
七
％
前
後
で
増
減
し
て
い
る
。
三

號
塵
分
は
ず
つ
と
五
％
以
下
で
増
減
し
て
い
る
。
昭
和
一
八
年
以
降
は
、
審
判

不
開
始
の
減
少
と
同
様
に
、
戦
時
髄
制
の
影
響
と
思
わ
れ
る
が
三
號
庭
分
は
急

激
に
増
加
し
て
い
る
。
四
號
庭
分
は
施
行
初
期
よ
り
ず
つ
と
保
護
庭
分
の
中
で

最
も
多
数
を
占
め
て
お
り
、
昭
和
一
六
年
に
は
全
保
護
庭
分
中
の
六
五
％
（
全

虚
理
事
件
中
の
三
九
％
）
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
非
常
時
に
入
つ
て
か
ら
、

三
號
露
分
と
逆
比
例
し
て
激
減
し
て
い
る
。
こ
れ
は
戦
時
に
お
け
る
家
族
解
鰹

現
象
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
二
號
庭
分
は
、
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
29
）

校
の
規
則
に
よ
る
懲
戒
に
少
年
を
委
す
と
い
う
趣
旨
で
規
定
さ
れ
た
が
、
實
際

に
は
、
事
件
が
知
れ
る
と
退
學
に
な
る
例
が
多
く
、
少
年
の
利
盆
に
反
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

で
殆
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の
保
護
庭
分
で
あ
る
病
院
邊

致
、
感
化
院
邊
致
が
少
な
い
こ
と
と
考
え
併
せ
る
と
、
少
年
審
判
所
と
直
接
關

係
の
あ
る
機
關
は
保
護
の
た
め
に
利
用
出
來
る
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
利
用

出
來
な
い
、
つ
ま
り
各
少
年
保
護
機
構
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
が
と
れ
て
い
な

か
つ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
保
護
屍
分
は
併
科
し
得
る
の
で
、

一
時
露
分
は
主
た
る
庭
分
と
し
て
よ
り
も
、
併
科
庭
分
と
し
て
科
さ
れ
る
方
が

多
か
つ
た
。
（
第
五
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
Q
　
　
　
（
八
九
四
）

　
少
年
法
第
四
條
第
五
號
以
下
は
纏
績
威
分
と
い
わ
れ
て
い
た
。
一
時
慶
分
が

庭
分
の
言
渡
と
同
時
に
終
了
す
る
の
に
封
し
て
、
こ
れ
は
言
渡
に
よ
つ
て
始
ま

り
他
の
事
由
に
よ
つ
て
終
了
す
る
ま
で
績
く
。
纏
績
庭
分
は
、
不
良
の
「
程
度

漸
ク
進
ミ
テ
慣
習
性
二
陥
リ
タ
ル
者
」
に
加
え
ら
れ
「
反
肚
會
的
慣
習
ヲ
除
力

　
　
　
（
31
）

ム
ト
ス
」
る
。
從
つ
て
全
豊
と
し
て
、
一
時
屍
分
が
約
六
割
を
占
め
て
、
纏
績

慶
分
は
四
割
強
に
な
つ
て
い
る
。

　
第
四
條
第
五
號
の
保
護
團
髄
等
へ
の
委
託
は
、
少
年
の
保
護
監
督
の
任
務
を

寺
院
、
教
會
、
保
護
團
髄
そ
の
他
適
當
な
者
に
委
託
す
る
庭
分
で
、
「
委
託
ハ

個
人
二
封
シ
少
年
ノ
保
護
ヲ
託
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
或
ハ
商
店
ノ
手
代
職
人
ノ
徒

弟
叉
ハ
農
家
二
託
シ
テ
耕
作
二
從
事
セ
シ
ム
ル
等
其
方
法
一
ニ
シ
テ
足
ラ
サ
ル

（
3
2
）

ヘ
シ
」
と
い
わ
れ
、
保
護
の
劃
一
性
を
避
け
、
個
別
的
な
事
情
に
感
じ
た
適
切

な
庭
遇
を
な
す
こ
と
が
豫
定
さ
れ
て
い
る
。
少
年
の
保
護
教
育
上
民
間
の
協
力

が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
少
年
犯
罪
二
關
ス
ル
法
律
案
特
別
委
員
會
で
、
審
到
の

補
助
機
關
と
し
て
家
庭
強
制
監
督
の
義
務
を
寺
院
に
負
わ
せ
、
或
い
は
宗
教
家
、

教
育
家
等
に
監
督
の
任
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
慈
善
團
膣
、
寺
院
、

教
會
な
ど
が
委
託
機
關
に
豫
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
委
員
會
で
花
井
卓
藏
は
保

護
團
膣
を
塵
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
庭
分
と
少
年
保
護
司
の
観

察
と
に
よ
つ
て
、
少
年
に
と
り
有
効
な
肚
會
復
蹄
の
手
段
が
確
保
さ
れ
る
こ
と

　
（
認
）

に
な
る
。
し
か
し
少
年
保
護
團
盟
は
少
年
審
到
所
の
護
足
當
時
は
な
く
、
ま
ず

委
託
先
の
開
拓
が
必
要
で
五
號
庭
分
は
少
な
か
つ
た
。
後
に
漸
次
委
託
先
は
整



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
》

備
さ
れ
、
少
年
審
判
制
度
の
中
で
重
要
な
地
位
を
占
め
る
に
至
つ
た
。
少
年
保

護
團
膣
が
襲
蓬
し
た
一
面
、
個
人
委
託
は
激
少
な
く
餓
り
行
わ
れ
て
い
な
か
つ

た
。
大
阪
少
年
審
判
所
で
大
正
一
二
年
よ
り
昭
和
七
年
ま
で
に
し
た
五
號
露
分

四
五
五
六
件
中
四
四
七
〇
件
は
保
護
團
鰹
、
寺
院
な
ど
へ
の
委
託
で
、
個
人
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

託
は
残
り
八
六
件
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
庭
分
に
つ
い
て
終
局
の
際
の
檬

子
を
み
て
み
る
と
、
三
〇
％
弱
が
逃
走
そ
の
他
の
理
由
で
所
在
不
明
に
な
り
、

或
い
は
再
犯
に
よ
り
起
訴
そ
の
他
の
庭
分
を
受
け
た
者
が
約
五
％
あ
る
な
ど
、

全
膣
の
四
〇
％
近
く
に
封
し
て
充
分
な
効
果
を
あ
げ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

昭
和
八
年
に
お
け
る
東
京
少
年
審
到
所
扱
い
の
委
託
少
年
の
逃
走
調
に
よ
る

と
、
同
年
中
の
委
託
人
員
（
越
人
員
、
新
人
員
を
併
せ
て
）
｝
四
五
四
人
中
六

四
六
人
（
四
四
・
五
％
）
が
何
ら
か
の
理
由
で
逃
走
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の

う
ち
四
八
八
人
（
三
三
・
六
％
）
が
委
託
露
分
後
三
ヵ
月
以
内
に
逃
走
し
て
い

（
鐙
）

る
。
つ
ま
り
委
託
少
年
の
三
分
の
一
強
が
委
託
露
分
の
効
果
の
あ
ら
わ
れ
る
以

前
に
保
護
不
能
の
状
態
に
お
ち
い
つ
て
い
る
。

　
第
六
號
の
少
年
保
護
司
の
観
察
に
付
す
る
庭
分
は
こ
の
少
年
法
に
お
け
る
庭

分
の
中
核
を
な
す
。
こ
れ
は
米
國
の
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
制
度
の
導
入
で
あ
る
。

こ
の
制
度
は
一
九
世
紀
前
孚
よ
り
、
苛
酷
な
刑
罰
よ
り
被
告
人
を
救
い
出
す
た

め
に
進
歩
的
法
曹
等
の
手
に
よ
つ
て
徐
々
に
つ
く
り
上
げ
ら
れ
て
來
た
も
の
で

動
）

あ
る
。
日
本
の
制
度
で
は
、
慣
習
性
の
不
良
行
動
を
な
す
も
の
に
科
せ
ら
れ
る
、

購
的
籍
を
も
つ
た
保
護
雰
の
撮
と
蟹
れ
て
い
麓
・
米
國
の
ご

　
　
　
　
奮
少
年
法
に
お
け
る
保
護
虚
分
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

べ
ー
シ
ョ
ソ
が
事
件
係
麗
中
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
と
い
わ
れ
る
の
と
は
ニ
ュ
ア
ソ

ス
が
異
な
る
。
少
年
法
立
案
の
過
程
の
最
初
に
「
…
…
少
年
二
封
シ
テ
ハ
教
育

ア
ル
ト
モ
罰
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
ハ
殆
ソ
ト
一
致
シ
テ
主
義
ト
ス
ル
所
ナ
リ
其
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

法
ハ
之
ヲ
プ
・
ベ
ー
シ
ョ
ン
ニ
付
ス
ル
ヲ
原
則
ト
シ
…
…
」
と
い
う
形
で
と
り

上
げ
ら
れ
、
委
託
所
と
の
關
係
で
「
監
覗
制
度
採
用
ノ
意
味
ハ
附
随
ス
」
と
い

う
こ
と
が
全
員
一
致
で
決
議
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ソ
制

度
ノ
探
用
ハ
｝
般
ノ
希
望
…
…
」
と
述
べ
ら
れ
、
「
本
法
ノ
支
配
を
受
ク
ル
者

ハ
観
察
二
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
位
ニ
テ
ハ
如
何
」
な
ど
「
彊
ク
規
定
シ
」
、
一
般
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

観
察
員
に
廣
汎
な
権
限
を
付
與
す
る
の
が
良
い
と
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
傾
向

は
、
帝
國
議
會
に
お
け
る
少
年
法
案
の
審
議
の
際
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
提

案
理
由
で
は
、
學
業
及
び
職
業
の
斡
旋
と
鼓
舞
奨
働
と
に
よ
つ
て
少
年
の
再
犯

の
防
止
を
計
る
と
さ
れ
、
議
員
よ
り
の
質
間
に
封
し
て
は
、
「
観
察
ノ
實
効
ガ

撃
ラ
ナ
ケ
レ
バ
、
實
ハ
少
年
法
ノ
大
部
分
ハ
効
果
ヲ
得
ナ
イ
コ
ト
ニ
ナ
ル
…

（
4
2
）

…
」
、
或
い
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
少
年
保
護
司
に
つ
い
て
、
「
…
…
前
刑
法
デ

申
セ
バ
監
親
ヲ
ス
ル
監
覗
當
局
ト
モ
見
ル
コ
ト
モ
出
來
マ
ス
ガ
極
ク
温
イ
心
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

以
テ
相
談
役
タ
リ
指
揮
者
タ
リ
保
護
者
タ
ル
ベ
キ
大
事
ナ
人
間
…
…
」
で
「
此

ノ
保
護
司
ハ
…
…
本
案
ノ
中
椹
デ
…
…
此
者
二
適
當
ナ
者
ヲ
得
ル
コ
ト
ガ
出
來

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
翼
）

ナ
ケ
レ
バ
殆
ン
ド
此
案
ハ
實
際
ノ
効
用
ヲ
現
ハ
サ
ヌ
：
…
」
と
読
明
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
際
、
奮
刑
法
中
に
規
定
の
あ
つ
た
監
覗
と
の
異
同
に
つ
き
、
「
－
…
・
斯

ウ
イ
フ
事
ハ
矢
張
…
…
以
前
二
失
敗
シ
タ
監
覗
制
度
ト
同
一
ノ
結
果
ニ
ナ
リ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
（
八
九
五
）



　
　
　
　
薔
少
年
法
に
お
け
る
保
護
虜
分
に
つ
い
て

　
　
　
　
（
45
）

シ
ナ
イ
カ
…
三
と
心
配
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
封
し
て
は
、
「
…
…
庭
分
ヲ
受

ケ
タ
人
二
封
シ
テ
適
當
ナ
ラ
ザ
ル
親
灌
者
二
代
ッ
テ
監
覗
ス
ル
適
當
ナ
親
濯
者

ヲ
得
ビ
ハ
ヨ
イ
ト
イ
フ
方
法
デ
行
ク
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
萬
々
結
果
ノ
悪
イ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

ト
ハ
ナ
イ
…
…
」
旨
答
辮
さ
れ
て
い
る
。

　
少
年
保
護
司
の
観
察
に
付
す
る
庭
分
の
重
要
性
は
審
判
所
開
設
の
初
期
に
み

と
め
ら
れ
、
大
正
二
一
年
に
は
、
保
護
庭
分
中
最
多
数
を
占
め
審
判
開
始
に
な

つ
た
事
件
の
四
五
％
が
こ
の
庭
分
を
受
け
た
。
し
か
し
そ
の
後
は
相
封
的
に
減

少
し
一
五
～
二
〇
％
の
範
園
に
な
つ
て
來
て
い
る
。
全
事
件
と
の
割
合
で
は
、

職
時
中
を
除
き
五
～
一
〇
％
の
範
園
で
増
減
し
て
い
る
。
米
國
で
は
、
プ
ロ
ベ

ー
シ
ョ
ソ
制
度
は
常
に
少
年
裁
判
所
を
支
え
る
礎
石
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貌
）

の
吐
會
的
側
面
は
少
年
を
め
ぐ
る
人
間
關
係
、
肚
會
關
係
の
調
整
な
の
で
あ
る
。

從
つ
て
、
非
行
少
年
の
大
孚
は
プ
・
べ
ー
シ
ョ
ソ
に
付
さ
れ
、
一
九
二
三
年
に

は
一
八
歳
未
蒲
の
非
行
少
年
中
七
五
％
が
プ
・
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
付
さ
れ
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

う
ち
八
O
％
は
成
功
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
日
本
の
数
字
は
米
國
の
場
合
に

比
べ
て
極
め
て
少
な
い
が
、
こ
れ
は
前
述
の
庭
分
の
性
格
に
根
ざ
す
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
一
方
一
時
庭
分
の
條
件
を
つ
け
て
保
護
者
に
引
渡
す
庭
分

（
第
四
號
）
が
年
々
増
加
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
に
入
れ
れ
ば
、
こ
の
違
い
は

日
本
の
肚
會
事
情
に
も
よ
る
と
い
い
得
る
。

　
感
化
院
邊
致
（
第
四
條
第
七
號
）
と
矯
正
院
邊
致
（
第
四
條
第
八
號
）
と
は
、

少
年
法
の
規
定
す
る
保
護
庭
分
中
最
も
紛
糾
し
た
部
分
で
あ
る
。
不
良
少
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
八
九
六
）

保
護
教
養
の
施
設
の
問
題
は
懲
治
庭
分
の
制
度
と
か
ら
み
合
う
。
懲
治
庭
分
の

不
充
分
さ
と
、
當
時
の
肚
會
的
要
請
に
基
い
た
感
化
院
の
護
生
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

感
化
事
業
同
顧
三
十
年
に
詳
し
い
。
感
化
院
（
後
に
教
護
院
と
改
め
ら
れ
る
）

は
不
良
少
年
を
牧
容
し
て
、
保
護
教
養
を
加
え
犯
罪
の
防
止
を
は
か
る
趣
旨
か

ら
出
來
上
つ
た
。
感
化
法
公
布
の
初
期
に
は
公
立
感
化
院
が
護
展
し
な
い
で
、

懲
治
場
が
使
わ
れ
、
感
化
院
牧
容
者
の
三
分
の
一
近
く
が
逃
走
す
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
少
年
法
立
案
の
最
初
に
、
保
護
庭
分
は
懲
治
庭
分
に
代
る
も
の
と
考
え

ら
れ
、
ま
た
感
化
院
の
不
充
分
さ
へ
の
不
浦
が
、
新
し
い
制
度
を
求
め
る
こ
と

に
な
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
現
今
感
化
院
ニ
ハ
甚
シ
キ
悪
行
爲
ア
ル
者
ヲ
牧

容
セ
サ
ル
有
様
ナ
リ
故
二
各
號
ノ
外
二
他
ノ
設
備
ヲ
設
ク
ル
ノ
必
要
ア
ル
ヘ
シ

若
シ
之
ヲ
牧
容
ス
ル
ト
ス
ル
モ
不
完
全
ナ
ル
ヲ
以
テ
最
悪
者
ヲ
牧
容
ス
ル
設
備

　
　
　
　
　
　
（
50
）

ヲ
必
要
ト
セ
サ
ル
カ
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
少
年
犯
罪
二
關
ス
ル
法
律
案
特
別
委

員會で、

「
現
行
ノ
感
化
院
ハ
不
完
全
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
二
名
ヲ
籍
リ
…
…
今
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
51
）

以
上
完
全
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
設
ケ
タ
キ
…
…
」
考
え
が
出
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
矯

正
院
と
感
化
院
と
は
相
似
た
も
の
で
、
そ
の
相
違
は
、
帝
國
議
會
で
も
本
會
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
磯
）

の
第
一
讃
會
で
質
問
が
出
た
の
を
始
め
、
相
當
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
相
違

は
結
局
法
案
理
由
書
に
つ
ぎ
る
、
す
な
わ
ち
、
「
矯
正
院
ニ
ハ
不
良
性
ノ
強
キ

少
年
ヲ
牧
容
シ
テ
之
ヲ
教
養
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
感
化
院
ト
少
年
監
ト
ノ
中

間
二
位
ス
ル
設
備
ナ
リ
、
印
チ
牧
容
シ
タ
ル
少
年
ノ
戒
護
ハ
少
年
監
二
近
ク
…

…
少
年
ノ
虞
遇
二
付
テ
ハ
感
化
院
ト
性
質
ヲ
同
シ
ク
シ
本
人
ノ
教
養
ヲ
以
テ
趣



　
　
　
（
昭
）

旨
ト
ス
…
－
」
る
。
そ
し
て
、
矯
正
院
が
特
に
必
要
な
理
由
は
「
教
育
ノ
上
叉

感
化
ノ
上
デ
モ
甚
シ
ク
不
良
ナ
モ
ノ
ヲ
排
斥
ス
ル
…
…
ソ
レ
ラ
ノ
峡
陥
ヲ
補
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
54
）

爲
メ
ニ
モ
矢
張
矯
正
院
力
必
要
…
…
」
で
、
「
…
…
一
二
殻
以
上
…
…
最
モ
不
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
防
）

性
ノ
濃
厚
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
…
…
審
判
ニ
ヨ
ッ
テ
邊
リ
付
ケ
ル
…
…
」
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
不
良
と
い
う
の
は
、
「
本
人
ノ
性
状
ノ
關
係
」
で
「
行
爲
ダ
ケ
デ

　
　
　
　
（
5
6
）

ハ
キ
マ
ラ
ナ
イ
」
。
そ
の
内
容
は
「
…
…
要
ス
ル
ニ
浮
浪
性
ヲ
持
ッ
テ
イ
ル
…

（
研
）

…
」
こ
と
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
こ
れ
は
前
記
感
化
院
牧
容
少
年
の
逃
走
率
か

ら
も
理
解
出
來
る
。
　
「
…
」
今
日
ノ
少
年
二
封
シ
テ
ハ
…
…
保
護
教
養
デ
ナ
ケ

レ
バ
働
カ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
認
メ
テ
居
リ
マ
ス
併
シ
其
保
護
教
養
モ
何
ラ
灌
力

ノ
ナ
イ
モ
ノ
デ
ハ
飴
リ
役
二
立
タ
ナ
イ
…
…
幾
分
ノ
自
由
ヲ
制
限
シ
テ
保
護
教

養
ス
ル
設
備
ガ
必
要
ニ
ナ
ッ
テ
來
マ
ス
此
自
由
ノ
制
限
ハ
決
シ
テ
苦
痛
ヲ
與
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

ル
所
ノ
目
的
デ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
保
護
教
養
ノ
手
段
ト
シ
テ
…
…
」
行
う
。
少
年
に

色
々
種
類
が
あ
る
故
「
種
類
二
依
ッ
テ
分
類
シ
テ
…
：
庭
分
方
法
…
…
ヲ
更
エ

テ
イ
カ
ン
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
…
…
感
化
法
ノ
成
績
十
分
ナ
ラ
ザ
ル
ハ
…
：
個
別
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
甜
）

義
ノ
適
用
十
分
ナ
ラ
ザ
ル
ガ
故
…
…
」
に
よ
る
と
。
こ
れ
ら
の
理
由
で
矯
正
院

が
感
化
院
と
は
別
に
少
年
法
に
根
擦
を
も
ら
庭
遇
機
關
と
し
て
成
立
す
る
こ
と

に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
少
年
法
施
行
後
、
感
化
院
は
内
務
省
所
管
の
た
め
に
殆
ん
ど
利
用
さ
れ
ず
、

大
正
一
二
年
よ
り
昭
和
一
二
年
ま
で
に
五
〇
件
ほ
ど
が
感
化
院
邊
致
に
な
つ
た

に
す
ぎ
な
い
。
地
方
長
官
が
感
化
院
逡
致
庭
分
を
受
け
た
少
年
の
受
入
れ
を
拒

　
　
　
　
奮
少
年
法
に
お
け
る
保
護
慮
分
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
60
）

否
し
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
一
方
東
京
少
年
審
到
所
で
の
審
到
不
開
始
理
由

の
中
に
地
方
長
官
不
邊
致
が
あ
り
、
昭
和
九
年
に
三
〇
件
昭
和
一
〇
年
に
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

四
四
件
と
敷
え
ら
れ
て
い
る
。
事
件
受
理
に
お
い
て
も
地
方
長
官
邊
致
は
籔
が

少
な
く
少
年
法
と
感
化
法
と
は
殆
ん
ど
蓮
絡
な
し
に
蓮
用
さ
れ
て
い
た
と
い
え

（
6
2
）

る
。　

矯
正
院
は
、
前
出
の
個
別
主
義
を
擾
う
は
ず
の
も
の
で
あ
つ
た
が
、
實
際
に

は
、
男
子
少
年
の
た
め
の
矯
正
院
の
み
で
、
そ
の
激
も
少
な
く
、
女
子
少
年
の

た
め
の
も
の
は
な
か
つ
た
。
こ
の
面
に
お
け
る
不
充
分
な
黙
を
、
各
種
少
年
保

護
團
膣
が
補
つ
て
い
る
。
少
年
保
護
團
騰
に
は
、
矯
正
院
の
代
用
と
し
て
、
不

良
性
彊
度
の
も
の
を
牧
容
す
る
も
の
の
他
、
智
能
低
格
少
年
を
目
的
と
す
る
も

の
、
病
弱
少
年
を
目
的
と
す
る
も
の
、
要
義
務
教
育
者
を
目
的
と
す
る
も
の
、

女
子
を
目
的
と
す
る
も
の
な
ど
、
特
殊
な
少
年
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ

た
も
の
が
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
が
、
各
々
の
少
年
の
特
殊
性
に
鷹
じ
た
庭
遇
を
し

　
　
　
　
　
（
6
3
）

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
矯
正
院
邊
致
は
、
文
字
通
り
、
最
も
不
良
性
の

濃
厚
な
る
者
に
つ
い
て
、
少
年
法
に
お
け
る
最
終
的
な
牧
容
保
護
手
段
と
し

て
、
他
の
全
て
の
保
護
手
段
が
効
果
を
學
げ
な
い
と
き
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。

保
護
庭
分
中
の
割
合
は
、
戦
時
中
の
特
殊
な
時
期
に
、
短
期
錬
成
の
名
の
も
と

に
利
用
さ
れ
た
他
は
、
お
お
む
ね
五
％
以
下
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
あ
ら

わ
し
て
い
る
。

　
少
年
法
第
四
條
第
九
號
の
病
院
邊
致
庭
分
は
、
「
少
年
ノ
反
祉
會
的
行
爲
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
八
九
七
）



　
　
　
　
奮
少
年
法
に
お
け
る
保
護
虎
分
に
つ
い
て

身
騰
叉
ハ
精
紳
ノ
生
理
的
敏
陥
ヨ
リ
來
タ
ル
場
合
二
於
テ
之
ヲ
治
癒
ス
ル
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

ト
」
を
趣
旨
と
し
て
い
る
。
こ
の
庭
分
は
病
院
と
の
關
係
が
あ
り
、
殆
ん
ど
行

わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
峡
陥
を
補
う
た
め
に
、
特
殊
な
少
年
保
護
團
睦
と
し
て
、

馨
療
設
備
を
も
つ
た
も
の
が
組
織
さ
れ
、
現
實
の
要
求
を
充
た
し
て
い
た
。
こ

れ
ら
の
少
年
保
護
團
騰
に
お
い
て
、
相
當
数
の
少
年
が
醤
療
庭
置
を
受
け
て
い

（
邸
）

た
。　

奮
法
に
お
い
て
、
保
護
庭
分
が
ど
れ
だ
け
の
効
果
を
少
年
に
與
え
た
か
は
、

は
つ
き
り
判
ら
な
い
。
保
護
庭
分
成
績
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
東
京
少
年
審
到
所

の
場
合
、
全
燈
の
六
〇
％
は
随
分
後
の
成
績
良
好
と
さ
れ
て
い
る
。
（
第
六
表
）

　
　
　
　
　
　
○

　
保
護
庭
分
は
、
少
年
法
に
規
定
さ
れ
、
直
接
に
少
年
審
判
所
と
關
係
の
あ
る

範
園
内
で
、
司
法
保
護
事
業
の
一
部
門
と
し
て
、
行
わ
れ
て
い
た
。
二
號
、
七

號
、
九
號
の
各
庭
分
は
、
殆
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
少
年
保
護
機

構
の
横
の
つ
な
が
り
の
敏
如
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
縫
績
保
護
露
分
も
、
そ
の

占
め
る
割
合
は
小
さ
い
。
こ
れ
は
、
保
護
庭
分
が
、
司
法
庭
分
と
し
て
自
由
の

制
限
を
含
み
、
少
年
の
將
來
に
も
影
響
す
る
な
ど
、
少
年
に
封
し
て
不
利
盆
な
庭

分
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
奮
少
年
法
に
お
け
る
保
護
庭
分
は
、

制
定
當
時
彊
制
教
育
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
實
行
さ
れ
て
い
た
。
現
行
少

年
法
に
お
け
る
保
護
庭
分
も
、
非
行
少
年
矯
正
の
方
法
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
八
九
八
）

然
し
、
實
際
に
は
、
少
年
に
封
す
る
不
利
盆
庭
分
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

少
年
裁
判
所
の
手
績
は
、
少
年
の
利
盆
の
保
護
と
吐
會
の
保
安
と
を
常
に
考
え

る
が
、
少
年
裁
到
所
の
な
す
麗
分
は
、
少
年
の
最
善
の
利
盆
の
た
め
に
の
み
み

と
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
N
P
P
A
の
標
準
少
年
裁
到
所
法
の
一
貫
し
て
と

る
態
度
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
保
護
庭
分
を
利
盆
庭
分
と
す
る
方
向
は
何
で

あ
ろ
う
か
。

　
（
1
）
　
O
米
國
で
の
動
ぎ
に
つ
い
て
は
、
米
國
少
年
裁
剣
所
五
十
年
史
、
家
裁

　
　
月
報
昭
和
二
六
年
五
月
（
2
国
男
卜
肖
雷
目
ω
8
犀
一
〇
お
．
よ
り
抄
課
）
、

　
　
H
・
ラ
ウ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
に
於
け
る
少
年
裁
剣
所
（
尾
後
貫
荘
太
郎

　
　
課
、
司
法
資
料
一
四
七
號
）
二
三
～
五
六
頁
。
国
●
鋭
ω
ざ
o
げ
9
鈴
‘

　
　
∪
Φ
一
置
ρ
縄
o
β
o
響
り
や
o
。
O
刈
～
ω
嵩
．
℃
●
弓
即
b
b
薗
口
鈎
ロ
〈
o
艮
一
Φ
U
o
一
ぎ
・

　
　
ρ
q
O
口
O
気
。
b
℃
●
］
6
刈
～
一
刈
Q
o
●
な
ど
。

　
　
　
o
英
國
の
初
期
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
を
．
切
●
ω
国
β
留
琶
、
ω
0
5
Φ

　
　
国
舘
釘
田
Φ
鴨
崖
言
磯
ω
o
協
臣
Φ
O
『
一
一
音
Φ
β
．
oo
O
o
犀
昌
寓
o
＜
Φ
目
o
β
貯

　
　
百
国
目
σ
q
冨
β
阜
乞
頃
卜
κ
o
鎚
国
8
ぎ
一
誰
9
℃
や
駕
～
謡
●

　
　
　
O
ド
イ
ツ
で
の
凶
蟹
展
に
つ
い
て
は
、
男
・
ω
O
げ
卑
騰
臨
¢
6
Φ
一
昌
噂
　
匂
ロ
騎
O
昌
阜

　
　
¢
6
冨
地
H
O
O
冒
“
ω
ω
●
一
①
～
図
9
な
ど
o

　
　
　
そ
の
他
、
少
年
保
護
論
集
所
牧
の
各
國
の
少
年
保
護
の
沼
革
と
現
欺
と

　
　
を
紹
介
し
て
い
る
諸
論
文
。

　
（
2
）
　
團
藤
重
光
他
、
少
年
法
、
　
一
〇
頁
。

　
（
3
）
　
第
四
三
帝
國
議
會
貴
族
院
少
年
法
案
他
一
件
特
別
委
員
會
議
事
録
第

　
　
二
號
谷
田
政
府
委
員
読
明
。



（
4
）
　
以
下
少
年
法
と
あ
る
の
は
全
て
奮
少
年
法
の
こ
と
。

（
5
）
　
少
年
法
第
六
二
條
以
下
。

（
6
）
　
少
年
法
第
四
條

　
　
刑
罰
法
令
二
鯛
ル
ル
行
爲
ヲ
爲
シ
又
ハ
刑
罰
法
令
二
鯛
ル
ル
行
爲
ヲ
爲

　
ス
虞
ア
ル
少
年
二
封
シ
テ
ハ
左
ノ
虎
分
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

　
　
一
、
訓
誠
ヲ
加
フ
ル
コ
ト

　
　
ニ
、
學
校
長
ノ
訓
誠
二
委
ス
ル
コ
ト

　
　
三
、
書
面
ヲ
以
テ
改
心
ノ
誓
約
ヲ
爲
サ
シ
ム
ル
コ
ト

　
　
四
、
條
件
ヲ
附
シ
テ
保
護
者
二
引
渡
ス
コ
ト

　
　
五
、
寺
院
、
教
會
、
保
護
團
髄
又
ハ
適
當
ナ
ル
者
二
委
託
ス
ル
コ
ト

　
　
六
、
少
年
保
護
司
ノ
観
察
二
付
ス
ル
コ
ト

　
　
七
、
感
化
院
二
逸
致
ス
ル
コ
ト

　
　
八
、
矯
正
院
二
邊
致
ス
ル
コ
ト

　
　
九
、
病
院
二
迭
致
又
ハ
委
託
ス
ル
コ
ト

（
7
）
　
第
一
四
帝
國
議
會
貴
族
院
感
化
法
案
特
別
委
員
會
議
事
速
記
（
明
治

　
≡
二
年
二
月
二
二
日
）
小
松
原
政
府
委
員
論
明
。

（
8
）
　
第
二
四
帝
國
議
會
衆
議
院
感
化
法
改
正
法
律
案
特
別
委
員
會
議
事

　
録
。
内
務
省
杜
會
局
、
感
化
事
業
同
顧
三
十
年
一
二
一
頁
以
下
。

（
9
）
　
第
二
四
帝
國
議
會
衆
議
院
同
前
委
員
會
第
四
同
議
事
録
花
井
卓
藏
登

　
言
。

（
1
0
）
　
小
河
慈
次
郎
、
何
を
か
感
化
教
育
と
い
ふ
、
小
河
慈
次
郎
著
作
選
集

　
（
上
）
一
六
七
～
八
頁
。

（
11
）
　
第
四
二
帝
國
議
會
衆
議
院
少
年
法
案
他
一
件
特
別
委
員
會
第
七
同
議

　
　
　
奮
少
年
法
に
お
け
る
保
護
虚
分
に
つ
い
て

　
事
録
山
岡
政
府
委
員
説
明
ひ

（
1
2
）
少
年
犯
罪
二
關
ス
ル
法
律
案
特
別
委
員
會
日
誌
第
三
同
決
定
。

（
1
3
）
　
第
四
二
帝
國
議
會
衆
議
院
少
年
法
案
他
一
件
特
別
委
員
會
第
三
同
議

　
事
録
山
岡
政
府
委
員
設
明
。

（
1
4
）
　
第
四
三
帝
國
議
會
同
前
委
員
會
第
四
同
議
事
録
谷
田
政
府
委
員
説

　
明
。

（
1
5
）
　
第
四
二
帝
國
議
會
同
前
委
員
會
第
四
同
議
事
録
山
岡
政
府
委
員
読
明

　
「
刑
法
か
ら
保
護
へ
」
特
別
豫
防
の
立
場
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
第
四
二
帝
國
議
會
同
前
委
員
會
第
三
同
議
事
録
山
岡
政
府
委
員
説

　
明
。

（
1
7
）
　
H
・
ラ
ウ
、
前
揚
書
六
五
～
七
頁
。

（
1
8
）
　
第
四
四
帝
國
議
會
貴
族
院
少
年
法
案
他
一
件
特
別
委
員
會
議
事
録
第

　
一
號
鈴
木
政
府
委
員
説
明
。

（
1
9
）
切
．
ω
．
＝
民
器
ざ
9
Φ
｝
鼠
讐
冨
留
。
。
ぎ
ひ
q
o
民
鳴
巳
9
黄

　
ω
ω
●
竃
強
J
・
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
タ
イ
ン
、
家
庭
と
法
廷
、
三
五
頁
（
鈴

　
O
O
匡
9
虫
コ
閂
魯
目
障
同
一
昌
O
O
9
昌
の
邦
謬
、
司
法
資
料
二
九
七
號
）
。

　
国
．
卜
。
b
一
〇
〇
げ
Φ
6
暫
一
‘
o
や
o
詳
」
や
ω
に
●

（
2
0
）
　
第
一
四
帝
國
議
會
感
化
法
案
特
別
委
員
會
議
事
速
記
小
河
政
府
委
員

　
読
明
。

（
2
1
）
　
内
務
省
肚
會
局
、
感
化
事
業
同
顧
三
十
年
、
二
一
頁
。

（
2
2
）
　
少
年
犯
罪
二
關
ス
ル
法
律
案
特
別
委
員
會
日
誌
第
二
同
泉
二
幹
事
登

　
言
。

（
2
3
）
　
同
前
特
別
委
員
會
日
誌
第
二
同
卒
沼
委
員
登
言
。

（
2
4
）
　
東
京
少
年
審
判
所
十
年
史
、
二
八
O
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
八
九
九
）



　
　
　
奮
少
年
法
に
お
け
る
保
護
虚
分
に
つ
い
て

（
2
5
）
　
前
田
偉
男
、
奮
少
年
法
時
代
の
思
出
、
ケ
ー
ス
研
究
昭
和
三
四
年
一

　
〇
月
號
三
三
～
四
頁
。
森
山
武
市
郎
、
少
年
保
護
制
度
の
運
用
に
關
す
る

　
諸
問
題
、
少
年
保
護
論
集
一
一
八
・
九
頁
。
司
法
保
護
事
業
年
鑑
（
昭
和

　
ニ
ニ
・
一
四
年
）
四
二
五
頁
以
下
。

（
2
6
）
　
少
年
法
案
理
由
書
。

（
2
7
）
　
團
藤
重
光
等
、
前
掲
書
二
一
八
頁
。
見
童
福
祉
法
第
二
五
條
ノ
ニ
～

　
二
七
條
参
照
。

（
28
）
　
最
高
裁
剣
所
事
務
総
局
家
庭
局
長
通
蓮
、
最
高
裁
家
第
一
二
六
號
参

　
照
。

（
2
9
）
　
少
年
犯
罪
二
關
ス
ル
法
律
案
特
別
委
員
會
日
誌
第
四
同
谷
田
委
員
登

　
言
参
照
。

（
3
0
）
　
東
京
少
年
審
判
所
十
年
史
、
一
七
八
頁
。
前
田
偉
男
、
前
出
二
七
頁
。

（
3
1
）
　
少
年
法
案
理
由
書
第
四
條
理
由
。

（
32
）
　
同
前
。

（
3
3
）
　
米
國
で
は
里
親
委
託
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
H
・
ラ
ウ
、

　
前
掲
書
三
〇
一
～
二
頁
。
森
山
武
一
郎
、
少
年
法
、
八
一
頁
。

（
34
）
　
東
京
少
年
審
判
所
十
年
史
、
一
八
二
頁
以
下
。
司
法
保
護
事
業
年
鑑

　
（
昭
和
一
三
・
一
四
年
）
二
九
〇
頁
以
下
。

（
3
5
）
　
大
阪
少
年
審
剣
所
第
四
同
事
業
報
告
。

（
3
6
）
　
東
京
少
年
審
剣
所
、
少
年
統
計
、
昭
和
八
年
。

（
37
）
　
佐
藤
昌
彦
、
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
プ
・
べ
ー
シ
ョ
ソ
制
度
の
形
成

　
（
刑
法
雑
誌
二
巻
一
號
所
牧
）
。
Z
。
¢
岳
目
器
げ
Φ
鉾
O
β
Φ
自
g
昌
身
包

　
國
O
螢
旨
o
協
男
H
O
び
即
営
O
昌
（
一
G
o
“
一
～
一
〇
“
一
）
。

（
3
8
）
　
少
年
法
案
理
由
書
第
四
條
理
由
。

五
六

（
九
〇
〇
）

（
3
9
）
　
N
P
P
A
、
　
一
九
四
九
年
版
標
準
少
年
裁
判
所
法
第
一
八
條
。
但

　
し
、
　
一
九
五
九
年
版
標
準
少
年
裁
剣
所
法
に
は
、
　
一
九
四
九
年
版
の
掲
げ

　
る
定
義
は
創
ら
れ
て
い
る
。

（
4
0
）
　
少
年
犯
罪
二
關
ス
ル
法
律
案
特
別
委
員
會
日
誌
第
三
同
泉
二
幹
事
焚

　
言
。

（
4
1
）
　
同
前
特
別
委
員
會
日
誌
第
三
同
谷
田
委
員
等
の
登
言
。

（
4
2
）
　
第
四
二
帝
國
議
會
衆
議
院
少
年
法
案
他
一
件
特
別
委
員
會
第
五
回
議

　
事
録
山
岡
政
府
委
員
説
明
。

（
4
3
）
　
同
前
委
員
會
第
二
同
議
事
録
磯
部
議
員
爽
言
。

（
4
4
）
　
同
前
委
員
會
第
二
同
議
事
録
谷
田
政
府
委
員
説
明
。

（
4
5
）
　
同
前
委
員
會
第
五
同
議
事
録
陣
軍
吉
質
問
。
同
趣
旨
を
更
に
つ
よ
め

　
て
、
小
河
慈
次
郎
は
米
國
で
は
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ソ
オ
フ
ィ
サ
ー
に
適
材
を

　
得
ら
れ
る
條
件
が
一
慮
あ
る
が
、
日
本
の
場
合
に
は
「
奮
刑
法
時
代
の
監

　
覗
の
如
き
も
の
と
な
つ
て
、
少
年
に
封
し
て
こ
れ
を
前
科
者
扱
ひ
に
す
る

　
と
云
ふ
最
も
忌
む
べ
き
恐
る
べ
き
弊
害
の
結
果
を
招
來
す
る
に
至
る
べ
き

　
は
火
を
観
る
よ
り
も
明
か
…
…
」
と
い
う
（
非
少
年
法
論
、
選
集
上
、
四

　
五
七
～
九
頁
）
。

（
4
6
）
　
同
前
委
員
會
第
五
同
議
事
録
山
岡
政
府
委
員
読
明
。

（
4
7
）
　
H
・
ラ
ウ
、
前
揚
書
二
六
六
～
七
頁
。

（
4
8
）
　
H
・
ラ
ウ
、
前
揚
書
二
九
八
～
三
〇
一
頁
。
少
年
裁
判
論
（
少
年
保

　
護
制
度
参
考
書
所
牧
）
中
の
統
計
参
照
。
波
多
野
二
三
彦
、
少
年
法
の
刑

　
事
學
的
考
察
（
季
刊
刑
政
六
巻
四
號
六
三
頁
以
下
）
。
こ
れ
と
逆
の
見
方

　
も
あ
る
。
缶
。
》
．
切
δ
O
げ
Φ
酔
巴
4
0
サ
O
諄
こ
筥
y
Go
濫
～
0
6
坤

（
㎎
）
　
内
務
省
肚
會
局
、
感
化
事
業
同
顧
三
十
年
、
一
頁
以
下
。



（
5
0
）
　
少
年
犯
罪
二
關
ス
ル
法
律
案
特
別
委
員
會
日
誌
第
四
同
大
場
幹
事
爽

　
言
。

（
5
1
）
　
同
前
特
別
委
員
會
日
誌
第
四
同
谷
田
委
員
登
言
。

（
52
）
　
少
年
法
に
勤
す
る
内
務
省
の
反
封
に
つ
い
て
は
東
京
少
年
審
判
所
十

　
年
史
、
二
七
～
八
頁
。
感
化
事
業
同
顧
三
十
年
、
一
〇
六
頁
参
照
。

（
5
3
）
　
矯
正
院
法
案
理
由
書
。

（
5
4
㌧
　
第
四
二
帝
國
議
會
衆
議
院
少
年
法
案
他
一
件
特
別
委
員
會
第
四
同
議

　
事
録
豊
島
政
府
委
員
説
明
。

（
5
5
）
　
第
四
二
帝
國
議
會
衆
議
院
同
前
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